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災害発生時における外国人の避難支援等について（通知） 

 

令和５年 12 月時点における在留外国人は約 341 万人となり、また、令和５年の訪日外国

人旅行者数は約 2,507 万人まで回復するなど、日本国内に居住、滞在する外国人は増加

傾向にあります。 

また、近年、風水害等の局地化、集中化、激甚化や令和６年能登半島地震などの大規模

地震災害の発生がある中で、平時からの備えに加えて、国内で大規模な災害や緊急事態

等が発生した場合、外国人に対するきめ細かい避難支援等を行うことは、ますます重要な

課題となっています。 

これらを踏まえ、今般、総務省及び消防庁においては、災害発生時における外国人の避

難支援等に関する諸施策や、各地方公共団体における優良事例を下記のとおり取りまとめ

ることとしました。災害発生時における外国人の避難支援等に係る施策の立案等に当たっ



 

ては、各地方公共団体の住民基本台帳担当部局、多文化共生主管部局、消防防災主管

部局の連携が重要であり、本通知の内容を参考としながら、関係部局間で積極的に連携し

て対応いただくようお願いします。 

各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村（消防の事務を処理する一部

事務組合等を含む。）に対して、本通知の内容を周知いただきますようお願いします。 

今後、本通知の内容に関して、各地方公共団体での取組状況について調査させていた

だく予定ですので、御了知願います。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項及び消防組

織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づく助言として発出するものであること

を申し添えます。 

 

記 

１ 防災情報の情報発信ツールの在留外国人への周知について 

災害発生時において、在留外国人に対して、国内における防災・気象情報及び国民保

護情報などを伝達する手段としては、これらの情報を多言語かつプッシュ型で通知できる、

「緊急速報メール」（別添１－１参照）の配信のほか、観光庁監修の災害時情報提供アプリ

「Safety tips」（別添１－２参照）、各地方公共団体において運用している登録制メールの配

信などが考えられる。 

在留外国人が必要とする防災情報に迅速かつ的確にアクセスできるよう、「緊急速報メー

ル」の周知や「Safety tips」のダウンロード、及び地方公共団体等が独自で提供する防災・気

象情報等の情報発信ツールの周知を積極的に図ること。その際、広報誌・ＳＮＳ（ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス）等、多様な方法による周知を図るよう努めること。特に、既に

多言語で発信している媒体であり、普段から在留外国人にとって身近な行政情報収集源に

なっているもの（外国人向け広報誌など）がある場合は、それらを通じた周知を行うこと。 

また、住民基本台帳担当部局においては、消防防災主管部局と連携し、在留外国人が

住民登録を行う機会等を活用して積極的な周知を図ること。なお、外国人の代理人が住民

登録手続を行う場合には、当該代理人に対して同様の趣旨を説明し、積極的な周知を図る

こと。 

 

２ 各都道府県消防学校等における外国人の避難支援等に関する教育の実施 

消防吏員及び消防団員は、災害時に外国人の避難行動等の支援に携わることが想定さ

れるため、これまでの災害の経験等で蓄積された外国人の避難支援に係る知識を習得して

おくことが求められる。 

このため、各都道府県の消防防災主管部局は、地方公共団体の多文化共生主管部局と

連携し、各都道府県消防学校等において、災害時の外国人の避難支援等の基本的な考え

方や、多言語翻訳サービスをはじめとする災害時の外国人の避難支援等に活用可能な各

種ツール（別添２参照。「Safety tips」を含む。以下「災害時外国人支援ツール」という。）の使

用上の留意点等について理解を深めるための教育の実施に努めること。 



 

具体的には、各都道府県消防学校等は、教育の実施に当たり、研修の日時等を各都道

府県・指定都市多文化共生部局に示したうえで講師の派遣を依頼し、各都道府県・指定都

市多文化共生部局は、当該派遣依頼に基づき、講師として派遣可能な者（当該部局や国

際交流協会等の職員など外国人支援の実務に携わる者が考えられる。）を各都道府県消防

学校等に示すこと。 

そのうえで、各都道府県消防学校等は、当該講師の候補や別添３のシラバスを参考に、

令和７年度以降の消防吏員及び消防団員（自主防災組織を対象にしたカリキュラムがある

消防学校においては、自主防災組織を含む。）を対象とするカリキュラムに外国人の避難支

援等に関する教育の組入れに努めること。 

なお、災害時における外国人の避難支援等に関する教育については、令和６年度より、

消防大学校におけるカリキュラムへの組入れを試行することとしており、必要に応じて活用さ

れたいこと。また、講師派遣に要する経費を含め、外国人対応を行う人材の養成など、災害

時における外国人への情報伝達や外国人向け防災対策に要する経費については、特別交

付税措置の対象としていること。 

 

３ 地方公共団体等が行う防災訓練及び国民保護訓練における外国人の避難支援等の訓

練の実施 

災害発生時等には、外国人の抱える①言語の壁、②背景知識の不足に加え、避難生活

における③食生活・習慣等の文化的違いに基づく多様なニーズへの対応が必要となる。 

このため、地方公共団体は、外国人の防災訓練等への参加を促しつつ、学校、国際交流

協会、多文化共生に取り組む NPO 団体、自主防災組織、災害時外国人支援情報コーディ

ネーター、平時より外国人相談に取り組む行政相談委員等の関係者と連携し、外国人の避

難誘導、避難所における生活支援等に関する訓練を実施するよう努めること。その際、災害

発生時に相互に情報共有を図れる連絡体制を整えるとともに、災害時外国人支援ツールを

積極的に活用し、使用上の留意点等について理解を深めるよう努めること。 

また、災害発生時等における外国人の避難支援等を迅速かつ円滑に行えるよう、平時か

ら、訪日外国人のみならず在留外国人に対しても、「Safety tips」の普及を図ること。その際、

地方公共団体のみならず、学校、国際交流協会、多文化共生に取り組む NPO 団体、自主

防災組織、災害時外国人支援情報コーディネーター、平時より外国人相談に取り組む行政

相談委員等の関係者の協力を得ながら実施することが望ましいこと。 

なお、外国人向け防災訓練の実施など、災害時における外国人への情報伝達や外国人

向け防災対策に要する経費については、特別交付税措置の対象としていること。 

 

４ 消防団や自主防災組織等と連携した外国人の避難支援等の取組の推進 

（１） 消防団や自主防災組織等における優良事例 

「消防団を中核とした地域防災力の充実強化取組事例集」、「防災まちづくり大賞」に

おける優良事例等（別添４参照）を参考に、消防団の力向上モデル事業や自主防災組

織等活性化推進事業等の活用も含め、消防団や自主防災組織等と連携し、外国人の避



 

難支援等の取組を推進すること。 

 

（２） 消防団や自主防災組織等に対する研修等の実施 

地方公共団体の消防防災主管部局は、多文化共生主管部局と連携し、上記３の各都

道府県消防学校における教育に加え、令和元年度「自主防災組織等の地域防災の人材

育成に関する検討会」において作成した自主防災組織のリーダー育成のための研修教

材※等を活用し、外国人の避難支援等に関する研修を行うなど、消防団や自主防災組織

等の知識・理解を深める取組を推進すること。 

その際、災害時外国人支援ツールの使用上の留意点等について理解を深めるよう努

めること。 

 

※ （消防庁 HP）単元別 自主防災組織等のリーダー育成研修会 

・災害への事前の備え＜A2＞ 

8.3. 要配慮者の地域ぐるみでの支援体制＜C22＞ 

https://www.fdma.go.jp/mission/bousai/ikusei/tangenbetsu-ikusei.html 

 

５ 地方公共団体向け災害時外国人対応窓口の設置について 

本通知に関連し、以下の事項に関する相談窓口を総務省及び消防庁に設置したところ

であり、随時お問い合わせいただきたいこと。 

① 各都道府県消防学校等で教育を行う講師の派遣の相談 

② 地方公共団体において、外国人が参加する防災訓練を行う際、外国人対応につい

て助言を行う専門家の派遣の相談 

③ Voicetra 等の多言語音声翻訳ツールの UI/UX や機能などに関する質問や意見 

 

 

 

 

 

  

［相談窓口］ 

  総務省自治行政局国際室  03-5253-5527  kokusai@soumu.go.jp 

  消防庁国民保護・防災部防災課  03-5253-7525  bousaikikaku@soumu.go.jp 



 

 

 

 

 

【連絡先】 

＜記１について＞ 

情報発信ツール関係 消防庁防災情報室 池町、荷見 

TEL: 03-5253-7526 

E-mail: bgm-boujo@ml.soumu.go.jp 

情報発信ツール関係(国民保護情報関係) 

消防庁国民保護室・国民保護運用室 安西、白井 

TEL: 03-5253-7550 

E-mail：j-alert@ml.soumu.go.jp 

外国人住民登録関係 

総務省自治行政局住民制度課外国人住民基本台帳室 

松田、蔵元 

TEL：03-5253-5397  

E-mail：gaikokujin-juki@soumu.go.jp 

＜記２について＞ 

消防学校関係 消防庁消防・救急課 小川、能登  

TEL：03-5253-7522  

E-mail：shokuin@soumu.go.jp  

多文化共生部局関係  

総務省自治行政局国際室 高橋、野村 

TEL: 03-5253-5527 

E-mail: kokusai@soumu.go.jp 

多言語翻訳サービス ・多言語音声翻訳ツール

（VoiceTra 等）関係 総務省国際戦略局技術政策課研

究推進室 大江、池田、井関、岡本 

 TEL: 03-5253-5730 

 E-mail: gcp.mic@ml.soumu.go.jp 

＜記３について＞ 

防災訓練関係 消防庁防災課 三浦、石川 

TEL: 03-5253-7525  

E-mail: bousaichousei@soumu.go.jp  

国民保護訓練関係 消防庁国民運用室 富田、山本 

TEL：03-5253-7551 

E-mail：kokuho@ml.soumu.go.jp  

＜記４について＞ 

消防団・自主防災組織関係  

消防庁地域防災室 山下、髙村、野崎 

 TEL: 03-5253-7561 

 E-mail: syobodan@ml.soumu.go.jp  























各都道府県消防学校における講義例について 

 

 

１．講義概要 

 地域における外国人の現況について概観した上で、災害時外国人支援を中心とした自

治体における多文化共生の推進の状況、多言語で情報提供及び避難支援等を行うた

めに活用可能な各種ツールの使用上の留意点等について紹介する。 

 １コマ 50分（講義 40分（実演を含む）＋質疑応答 10分） 

 

２．想定する講師 

外国人支援（災害時を含む）に携わる者（具体的には以下の者などが考えられるが、各都

道府県消防学校等の実情に応じて選任。） 

 地方公共団体の国際交流協会職員 

 地方公共団体の多文化共生主管部局職員 

 一般財団法人自治体国際化協会の地域国際化推進アドバイザー又は多文化共生マ

ネージャーとして登録されている者 

 総務省の災害時外国人支援情報コーディネーター又は多文化共生アドバイザーとし

て登録されている者 

 

３．講義内容（例） 

１ 外国人の現況等（５分） 

・在留外国人数の推移 

・地域における在留外国人の状況（都道府県別の状況、外国人割合が多い市区町村の

状況等） 

・在留資格の概要（在留資格の一覧、国籍・地域別内訳など） 

・災害時における外国人支援の必要性（避難行動要支援者等） 

 

２ 災害時外国人支援を中心とした自治体における多文化共生の推進及び消防団や自主

防災組織等と連携した取組の推進（10分） 

・地域における多文化共生推進プラン（令和２年度） 

・多文化共生事例集（令和３年度）と優良事例の紹介 

・災害多言語支援センター及び災害時外国人支援情報コーディネーターの概要 

・多文化共生の推進に係る地方財政措置の概要 

・消防団や自主防災組織等における優良事例の紹介 

 

３ 外国人の避難支援等に有用なツールの紹介及び活用上の留意点 

（講義 15分＋実演 10分） 

・ボイストラ、救急ボイストラの概要 

別添３ 
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・災害時情報提供アプリ「Safety tips」の概要 

・クレアが提供する外国人支援ツールの概要（防災・減災のための多言語支援の手引き

2023、多言語指さしボード、災害時多言語表示シート） 

・ボイストラについて実演（効果的な使い方や、受講者による試行） 

 

※ 講義資料例については、以下の総務省 HP に今後掲載する予定（パワーポイント又は

PDFで 30～40枚程度を想定） 

   https://www.soumu.go.jp/kokusai/sonota.html 

 

４．想定する教科目 

外国人の避難支援等に関する教育を組み入れるカリキュラムとしては、「消防学校の教育

訓練の基準」に示す教科目のうち、以下の教科目が想定される。（以下の教科目は例示で

あり、各都道府県消防学校等の実情に応じて選定。） 

（教科目例） 

【消防吏員】 初任教育 「防災」、警防科 「防災」 

【消防団員】 基礎教育 「防災」、警防科 「防災」、初級幹部科 「防災」、 

指揮幹部科 分団指揮課程 「防災」 

※ 自主消防組織を対象としたカリキュラムがある消防学校においては、類似の教科目へ

の組み入れを想定 

 

実施に当たっての想定スケジュール等（令和 7年度からの開始を想定） 

R6年 10月頃目途 各都道府県消防学校等は、講師の派遣を希望する日時、対

象者及び研修内容等を各都道府県・指定都市多文化共生

部局に提示 

12月頃目途 各都道府県・指定都市多文化共生部局は、派遣依頼に基づ

き、講師として派遣可能な者を各都道府県消防学校等に提

示 

 

12月以降 各都道府県消防学校等は、当該講師の候補や本シラバスを

参考に令和７年度以降のカリキュラムへの組み入れを検討、

講師等を調整 

R7年 4月以降 順次実施 
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